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府 中 市 都 市 計 画 審 議 会

議 事  日  程

平成２５年７月２６日（金）午後２時

府 中 市 役 所 北 庁 舎 ３ 階 第 １ ・ ２ 会 議 室

日程第１ 仮議席の指定について

   日程第２ 会長の選任について

   日程第３ 会長代理の指名について

   日程第４ 議席の指定について

日程第５ 第１号議案  府中都市計画地区計画四谷五丁目地区地区計画の決定に係る原案

日程第６ その他  
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午後２時 ００分 開会

【楠本計 画課長】 それ では、 定刻 でござい ますので 、ただ いま

から府中 市都市計 画審議 会を開 会し ていただ きたいと 存じま す。

開会に 先立ちま して、 まず委 嘱状 の伝達で ございま すが、 本来

ならば市 長から委 員の皆 様一人 一人 にお渡し するとこ ろでご ざい

ますが、 時間の関 係もご ざいま すの で、皆様 の前に委 嘱状を 置か

せていた だいてお ります 。これ をも って委嘱 状の伝達 に代え させ

ていただ きますの で、ど うぞよ ろし くお願い いたしま す。

それで は、高野 市長か らご挨 拶申 し上げま す。

【高野市 長】 皆 さん、 こんに ちは 。府中市 長の高野 律雄で ござ

います。 このたび 、委員 の皆様 方に は府中市 都市計画 審議会 委員

へのご就 任をお願 いさせ ていた だき ましたと ころ、快 くお引 き受

けいただ きまして 、また 、今日 はお 忙しいと ころ暑い 中にも かか

わらず全 員の皆様 にご出 席をい ただ いており まして、 心から 厚く

御礼を申 し上げた いと思 います 。

日ごろ 皆様方に は市政 の各般 にわ たりまし てご理解 とご協 力を

頂戴して おります 。おか げさま で２ ５万人を 超える府 中市民 の安

全安心、 そして快 適なま ちづく りを 順調に進 めること ができ てい

るものと 自負して おりま す。

さて、 府中市で は、市 民の皆 様が 将来にわ たって緑 豊かな 都市

の中で快 適に暮ら すこと ができ るま ちづくり をさらに 推進し てい

くために 、地域や 地区に おける 個別 のまちづ くりの方 針であ る地

域別まち づくり方 針を盛 り込ん だ府 中市都市 計画マス タープ ラン
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を定めて 、様々な まちづ くり施 策を 展開して おります 。

また、地 域特性を 生かし ました 住み よいまち づくりを 実現す る

ために、 これまで 市民提 案によ る５ 件の地区 計画が都 市計画 決定

されるな ど、市民 の主体 的なま ちづ くり活動 や市民参 加型の まち

づくりを 進めてい るとこ ろでご ざい ます。

こうし た状況の 中で、 委員の 皆様 方には今 後２年間 にわた りま

して、府 中市のよ りよい まちづ くり のために ご指導、 ご審議 を賜

りたいと 考えてお ります ので、 何と ぞよろし くお願い 申し上 げま

す。

委員の 皆様方の 一層の ご健勝 を心 からご祈 念申し上 げまし て、

市長の挨 拶といた します 。どう ぞよ ろしくお 願いいた します 。

【楠本計 画課長】 あり がとう ござ いました 。

委員の 皆様には 大変恐 縮では ござ いますが 、市長は 他にも 公務

が重なっ ておりま して、 ここで 退席 をさせて いただき ます。 ご了

解いただ きたいと 存じま す。

（高野市 長 退席 ）

【楠本計 画課長】 それ では、 本日 は新たな 委員の皆 様によ る最

初の会議 でござい ますの で、委 員の 皆様に自 己紹介を いただ きた

いと存じ ます。

それで は、○○ 委員か ら右回 りに 順番にお 願いいた します 。

【委員】 東京農 工大学 大学院 の講 師をして おります ○○と 申し

ます。よ ろしくお 願いい たしま す。

【委員】 むさし 府中商 工会議 所の ○○と申 します。 よろし くお

願いしま す。
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【委員】 府中市 商店街 連合会 の会 長をして おります ○○と 申し

ます。よ ろしくお 願いし ます。

【委員】 府中市 農業委 員会の ○○ と申しま す。よろ しくお 願い

いたしま す。

【委員】 むさし 府中商 工会議 所会 頭を務め ておりま す○○ でご

ざいます 。よろし くお願 いしま す。

【委員】 東京都 の都市 整備局 で技 監をして おりまし た○○ でご

ざいます 。現在、 東京都 都市づ くり 公社の理 事をして おりま す。

【委員】 市議会 議員を してお りま す○○で す。よろ しくお 願い

いたしま す。

【委員】 府中市 議会市 政会の ○○ でござい ます。ど うぞよ ろし

くお願い します。

【委員】 市議会 議員の ○○で ござ います。 よろしく お願い いた

します。

【委員】 市議会 市政会 の○○ と申 します。 よろしく お願い いた

します。

【委員】 日本共 産党府 中市議 団の ○○とい います。 どうぞ よろ

しくお願 いいたし ます。

【委員】 市議会 議員の ○○で ござ います。 よろしく お願い いた

します。

【委員】 市議会 議員の ○○で ござ います。 どうぞよ ろしく お願

いします 。

【委員】 府中警 察署長 の○○ でご ざいます 。よろし くお願 いし

ます。



6

【委員】 府中消 防署長 の○○ と申 します。 よろしく お願い いた

します。

【委員】 若松町 ２丁目 に住ん でお ります、 住民の公 募とし て応

募させて いただき ました ○○と 申し ます。ど うぞよろ しくお 願い

いたしま す。

【委員】 同じく 、公募 で応募 させ ていただ きました 、分梅 町に

住んでお ります○ ○と申 します 。よ ろしくお 願いしま す。

【楠本計 画課長】 あり がとう ござ いました 。

続きま して、事 務局のほ うから 自 己紹介を させてい ただき ます。

【青木都 市整備部 長】 皆さん 、こ んにちは 。都市整 備部長 の青

木でござ います。 どうぞ よろし くお 願いいた します。

【深美下 水道・地 区整備 担当参 事】 皆さん 、こんに ちは。 同じ

く都市整 備部下水 道・地 区整備 担当 参事の深 美と申し ます。 よろ

しくお願 いします 。

【雫石都 市整備部 次長】 こん にち は。都市 整備部次 長の雫 石で

ございま す。よろ しくお 願いい たし ます。

【小林計 画課長補 佐】 都市整 備部 計画課長 補佐の小 林と申 しま

す。よろ しくお願 いいた します 。

【大原公 園緑地課 長】 都市整 備部 公園緑地 課長の大 原と申 しま

す。よろ しくお願 いいた します 。

【角倉公 園緑地課 長補佐 】 都 市整 備部公園 緑地課長 補佐兼 けや

き並木モ ール化担 当副主 幹の角 倉で す。よろ しくお願 いいた しま

す。

【松村管 理課長】 都市 整備部 管理 課長の松 村でござ います 。ど
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うぞよろ しくお願 いしま す。

【山田下 水道課長 】 都 市整備 部下 水道課長 の山田と 申しま す。

よろしく お願いい たしま す。

【高橋建 築指導課 長】 同じく 建築 指導課長 の高橋と 申しま す。

よろしく お願いい たしま す。

【塚田地 区整備課 長】 都市整 備部 地区整備 課長の塚 田と申 しま

す。よろ しくお願 いしま す。

【轟地区 整備課府 中駅南 口周辺 整備 担当主幹 】 同じ く、府 中駅

南口周辺 整備担当 主幹の 轟です 。よ ろしくお 願いいた します 。

【後藤建 築指導課 長補佐 】 同 じく 、建築指 導課長補 佐の後 藤と

申します 。よろし くお願 いしま す。

【野澤下 水道課長 補佐】 都市 整備 部下水道 課長補佐 の野澤 でご

ざいます 。よろし くお願 いしま す。

【高野管 理課長補 佐】 都市整 備部 管理課長 補佐の高 野でご ざい

ます。よ ろしくお 願いい たしま す。

【峯尾資 産税課長 】 市 民部資 産税 課長の峯 尾でござ います 。ど

うぞよろ しくお願 いしま す。

【石川農 業委員会 事務局 長】 農業 委員会事 務局長の 石川と 申し

ます。よ ろしくお 願いい たしま す。

【佐々木 財産活用 課公有 地担当 主幹 】 行政 管理部財 産活用 課公

有地担当 主幹の佐 々木と 申しま す。 どうぞよ ろしくお 願いい たし

ます。

【金杉土 木課長補 佐】 都市整 備部 土木課長 補佐の金 杉とい いま

す。よろ しくお願 いいた します 。
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【楠本計 画課長】 最後 になり ます が、都市 整備部計 画課長 の楠

本でござ います。 どうぞ よろし くお 願いいた します。

それで は、議事 日程に 従い進 めて いただき たいと存 じます が、

会長がま だ選任さ れてお りませ んの で、会長 を決める までの 間、

会議の進 行役を務 めてい ただく 方を 決めたい と存じま す。い かが

いたしま しょうか 。

【委員】 事務局 一任で お願い しま す。

【楠本計 画課長】 ただ いま事 務局 一任との お声をい ただき まし

たので、 学識経験 者の方 の中か ら、 大変恐縮 ではござ います が○

○委員に 進行役を お願い したい と存 じます。 ○○委員 、議長 席へ

移動をお 願いいた します 。

（○○委 員 議長 席に着 席）

【委員】 ただい まご指 名いた だき ました○ ○でござ います 。会

長が選任 されるま で進行 役を務 めさ せていた だきます ので、 よろ

しくお願 いします 。では 、座ら せて いただき ます。

会議開 催の可否 でござ います が、 府中市都 市計画審 議会条 例第

７条第２ 項の規定 による 定足数 に達 しており ますので 、本日 の会

議は有効 に成立し ており ます。

それで は、事前 にお配 りして おり ます資料 の議事日 程に従 いま

して、最 初に会議 の運営 に係る 事項 として仮 議席、会 長、会 長代

理及び議 席を決め ていた だき、 その 後、議案 の審議を してい ただ

きたいと 思います 。

それで は、議事 日程に 従い進 めさ せていた だきます 。

まず、 日程第１ 、仮議 席の指 定に ついてで ございま すが、 これ
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につきま しては、 現在着 席され てお ります席 というこ とでよ ろし

いでしょ うか。

（「異議な し」の 声）

【委員】 ご異議 がない ようで ござ いますの で、仮議 席につ きま

しては現 在の着席 されて おりま す席 といたし ます。

次に、 日程第２ 、会長 の選任 につ いてでご ざいます 。府中 市都

市計画審 議会条例 第６条 に、会 長は 学識経験 者として 任命さ れた

委員のう ちから選 出する ことと 定め られてお ります。 したが いま

して、学 識経験者 として 任命さ れた ○○委員 、○○委 員、○ ○委

員、○○ 委員、○ ○委員 、私の ６名 の中から 選出する ことと なり

ます。

それで は、会長 の選任 につい て、 いかがい たしまし ょうか 。

○○委 員。

【委員】 私の意 見でご ざいま すけ れども、 今まで様 々な要 職に

就かれて 経験豊富 な○○ 委員さ んが 適任では ないかと 思いま すの

で、○○ 委員さん を会長 として 推薦 いたしま す。

【委員】 ただい ま、○ ○委員 から ○○委員 を会長に 推薦す ると

のご意見 をいただ きまし たが、ご 異 議はござ いません でしょ うか。

（「異議な し」の 声）

【委員】 異議が ないよ うでご ざい ますので 、○○委 員に会 長を

お願いい たします 。

それで は、会長 が決ま りまし たの で、私は 降壇させ ていた だき

ます。ど うもご協 力あり がとう ござ いました 。

（○○委 員 議長 席を降 壇）
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【楠本計 画課長】 ○○ 委員、 大変 ありがと うござい ました 。

それで は、府中 市都市 計画審 議会 運営規則 第５条に 、審議 会の

議長は会 長が当た ると規 定され てお りますの で、ただ いま会 長に

選任され ました○ ○会長 に議事 の進 行をよろ しくお願 いいた しま

す。

では、 ○○会長 、議長 席に移 動を お願いい たします 。

また、 大変恐縮 ではご ざいま すが 、○○委 員、○○ 委員、 ○○

委員、○ ○委員に おかれ まして は、 席を詰め ていただ きます よう

お願いい たします 。

（○○会 長 議長 席に移 動）

（各委員 席の移 動）

【議長】 ただい ま、会 長に選 任い ただきま した○○ でござ いま

す。この 都市計画 審議会 が円滑 に進 みますよ う、皆様 のお力 添え

をぜひと も賜りた いと思 います 。

では、 これから 進めて いきた いと 思います ので、よ ろしく お願

いします 。

本日の 議事日程 に従い まして 進め ていきた いと存じ ます。ま ず、

日程第３ でござい ますが 、会長 代理 の指名に ついてを 議題と いた

したいと 存じます 。

本件に つきまし ては、 府中市 都市 計画審議 会条例第 ６条第 ３項

に、会長 に事故が あると きは、 会長 があらか じめ指名 する委 員が

その職務 を代理す ると規 定され てお りますの で、私の ほうか ら指

名させて いただい てよろ しいで しょ うか。

（「異議な し」の 声）
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【議長】 異議な しとい うお声 がか かりまし たので、 私のほ うか

ら指名さ せていた だきた いと思 いま す。会長代 理につ きまして は、

○○委員 にお願い したい と存じ ます 。よろし くお願い 申し上 げま

す。

○○委 員から一 言だけ ご挨拶 をお 願いいた します。

【委員】 ただい ま会長代 理に指 名 されまし た○○で ござい ます。

府中市都 市計画審 議会の 運営に つい て皆様に 協力をい ただき なが

ら会長代 理の職務 を果た したい と思 いますの で、どう ぞよろ しく

お願いし ます。

【議長】 ○○委 員には 、ひと つよ ろしくお 願いした いと思 いま

す。

次に、 日程第４ でござ います が、 議席の指 定につい てを議 題と

いたしま す。

本件に つきまし ては、府 中市都 市 計画審議 会運営規 則第４ 条に、

委員の議 席はあら かじめ 会長が 定め ると規定 されてお ります ので、

現在着席 されてお ります 席を議 席と させてい ただいて よろし いで

しょうか 。

（「異議な し」の 声）

【議長】 ありが とうご ざいま す。

異議な しという ことで 、現在 着席 されてい る席を議 席とさ せて

いただき ます。

それで は、議案 に入る 前に、 本日 の議事録 の署名人 につい て決

めたいと 存じます 。議事 録の署 名人 につきま しては、 府中市 都市

計画審議 会運営規 則第１ ３条第 ２項 に、議事 録には議 長及び 議長
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が指名す る委員が 署名す るもの とす ると規定 されてお ります ので、

議長のほ うから指 名させ ていた だい てよろし いでしょ うか。

（「異議な し」の 声）

【議長】 異議な しとい うこと で、 議長のほ うから指 名させ てい

ただきた いと思い ます。

本日の 議事録署 名人に つきま して は、議席 番号１番 ○○委 員、

また、議席番 号２番 ○○委 員にお願 いしたい と存じま す。よろし

くお願い します。

それで は、議事 日程に 従いま して 、日程第 ５、第１ 号議案 、府

中都市計 画地区計 画四谷 五丁目 地区 地区計画 の決定に 係る原 案を

議題とい たします 。

それで は、議案 の説明を お願い し ます。よろ しくお 願いしま す。

【小林計 画課長補 佐】 それで は、 ただいま 議題とな りまし た第

１号議案 、府中都 市計画 地区計 画四 谷五丁目 地区地区 計画の 決定

に係る原 案につき まして 、ご説 明さ せていた だきます 。

本件に つきまし ては、 府中市 の南 西部に位 置する四 谷五丁 目地

内の約１ ．７ヘク タール の土地 につ いて、緑 の拠点と しての 機能

の保全と 周辺緑地 とのネ ットワ ーク 化を図る とともに 、周辺 の工

場及び住 宅と調和 したま ち並み を創 出し、景 観に配慮 した良 好な

市街地環 境を形成 するこ とを目 的と して、都 市計画法 の規定 に基

づき地区 計画の原 案を作 成する もの です。

なお、 本原案の 内容は 、府中 市地 域まちづ くり条例 の規定 によ

る当該地 区の住民 からの 申出に 基づ くもので す。これ までに 、住

民からの 申出に基 づき５ 地区、 約１ ７．８ヘ クタール の地区 計画
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が決定さ れており まして 、本地 区が 都市計画 決定され ますと 計６

地区、約 １９．５ ヘクタ ールと なり ます。

それで は、議案 の詳細 につき まし て、前方 のスクリ ーンに おい

てご説明 させてい ただき ます。 スク リーンを ご覧くだ さい。

こちら は、資料 ５ペー ジに記 載し ておりま す府中市 の南西 部を

示す位置 図でござ います 。位置 は、 西府駅の 南西、国 立府中 イン

ターチェ ンジの南 側に位 置する 四谷 五丁目地 内の約１ ．７ヘ クタ

ールの土 地で、図 の赤色 の区域 でご ざいます 。

こちら は、地区 計画区 域の航 空写 真でござ います。 図の中 央に

位置しま す黄色線 で囲わ れた区 域が 地区計画 区域とな ります 。

こちら は、資料 １ペー ジに記 載し ておりま す地区計 画の目 標で

ございま す。地区 計画の 目標に つき ましては 、本地区 は府中 市の

南西部に 位置し、 地区周 辺は多 摩川 の自然や 生産緑地 として 指定

された田 畑が大き な割合 で占め てい る緑豊か な地域で あり、 地区

内の四谷 下堰緑地 は市内 でも有 数の 貴重な緑 が多くあ ります 。ま

た、地区 の西側は 工場等 が立地 し、 地区の南 側には中 層の住 宅、

東側には 低層の住 宅が建 ち並ぶ など 、工業系 建物と住 宅が共 存し

ている地 区です。 府中市 都市計 画マ スタープ ランにお いては 住工

共存ゾー ンに位置 づけら れ、産 業機 能と居住 機能の調 和・共 存を

図る土地 利用を誘 導する ことと して おり、ま た水と緑 のネッ トワ

ーク化を 図り、緑 の拠点 として 保全 、整備を 行うこと として いま

す。

これら のことか ら、本 地区で は、 緑の拠点 としての 機能の 保全

と周辺の 緑地との ネット ワーク 化を 図るとと もに、周 辺環境 と調
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和したま ち並みを 創出し 、景観 に配 慮した良 好な市街 地環境 を形

成するこ とを目標 として おりま す。

続いて 、資料１ ページ に示さ れる 土地利用 の方針に ついて です

が、地区 内にある 緑地の 自然環 境を 生かした 土地利用 を図る とと

もに、地 区外の緑 と連続 させな がら 周辺の工 場や住宅 と調和 した

まち並み を創出し 、景観 に配慮 した 良好な市 街地環境 を形成 する

ため、資 料６ペー ジの計 画図１ のと おり地区 を３つに 区分し 、北

側から順 に自然環 境保全 地区、 環境 配慮中層 地区、環 境配慮 低層

地区とし まして、 各地区 にふさ わし い土地利 用を誘導 します 。

最初に 、自然環 境保全 地区で すが 、自然環 境を生か した緑 の拠

点として 緑地の保 全を図 ること とし ます。

次に、 環境配慮 中層地 区です が、 北側の緑 地を保全 すると とも

に、緑の 連続性に 配慮し た魅力 ある 緑地環境 を形成し 、周辺 のま

ち並みと 調和のと れた土 地利用 を図 ることと します。

環境配 慮低層地 区です が、沿 道の 緑化など による緑 豊かな まち

並み及び 良好な景 観を形 成する とと もに、敷地 の細分 化を防止 し、

周辺環境 に配慮し た土地 利用を 図る こととし ます。

こちら は、資料 ２ペー ジに記 載し ておりま す地区施 設の整 備の

方針でご ざいます 。

地区の 動線とし て沿道 に緑地 帯を 配置した 緑豊かで 安全性 の高

い区画道 路を整備 し、ゆ とりあ るま ち並みを 形成しま す。歩 行者

に対して 安全でゆ とりあ る歩行 空間 を形成す るため、 歩道状 空地

を整備し ます。

緑地は 、既存の 緑地を 保全及 び適 切な維持 ・管理に 十分考 慮し
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た地域の 特性を生 かした 緑の拠 点と なるよう な緑地計 画とい たし

ます。

環境緑 地は、公 園や緑 地につ なが る連続し た緑のネ ットワ ーク

を形成す るため、 原則と して道 路に 面する敷 地部分、 隣地に 面す

る敷地部 分のそれ ぞれ２ 分の１ 以上 を緑化す るものと し、魅 力的

な植栽を 行うもの としま す。た だし 、やむを 得ない理 由があ ると

きは、敷 地内に同 等の緑 化を行 うこ とでこれ に代える ことが でき

るものと いたしま す。

こちら は、資料 ７ペー ジに記 載し ておりま す計画図 ２でご ざい

ます。

最初に 、道路で ござい ますが 、都 市計画法 に基づき 行われ る開

発行為に よって新 たに設 置され る茶 色で示さ れる道路 を区画 道路

として地 区施設に 位置づ けます 。

緑地に つきまし ては、 地区内 の北 側にござ います緑 色で示 され

る四谷下 堰緑地を 位置づ けます 。

続いて 、その他 の公共 空地で すが 、緑地の 南側に面 して緑 色点

線で表記 される区 域は環 境緑地 １と して幅員 ２．５メ ートル以 上、

西側道路 に面して 水色点 線で表 記さ れる区域 は環境緑 地２と して

幅員１メ ートル以 上、区 画道路 等に 面して紫 色点線で 表記さ れる

区域は環 境緑地３ として 幅員０ ．５ メートル 以上、東 側道路 に面

して赤色 鎖線で表 記され る区域 は歩 道状空地 として２ メート ル以

上を位置 づけます 。

こちら は、資料 ２ペー ジに記 載し ておりま す建築物 等の整 備の

方針でご ざいます 。周囲 の緑と 調和 した良好 な市街地 環境を 形成
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すること を目的に 、次の とおり 建築 物等の整 備方針を 定めま す。

１、魅 力的なま ち並み を形成 し圧 迫感の軽 減を図る ため、 建築

物の敷地 面積の最 低限度 、壁面 の位 置の制限 、壁面後 退区域 にお

ける工作 物の設置 の制限 及び建 築物 等の高さ の最高限 度を定 めま

す。

２、景 観に配慮 したま ち並み を形 成するた め、建築 物等の 形態

又は色彩 その他の 意匠の 制限を 定め ます。

３、緑 豊かで安 全な市 街地を 形成 するため 、垣又は 柵の構 造の

制限及び 建築物の 緑化率 の最低 限度 を定めま す。

続きま して、資 料３ペ ージか ら４ ページに 記載して おりま す建

築物等に 関する事 項につ いてご 説明 いたしま す。

建築物 等の整備 の方針 でご説 明い たしまし た７つの 項目に つい

て定めて おります 。１つ 目の建 築物 の敷地面 積の最低 限度に つき

ましては 、環境配 慮中層 地区に おい て５，０ ００平方 メート ル、

環境配慮 低層地区 におい て１０ ０平 方メート ルといた します 。

２つ目 の壁面の 位置の 制限に つき ましては 、自然環 境保全 地区

において 、建築物 の外壁 又はこ れに 代わる柱 の面は資 料６ペ ージ

の計画図 １に示す ２号壁 面線を 越え てはなら ないとし 、環境 配慮

中層地区 及び環境 配慮低 層地区 にお いては、 建築物の 外壁又 はこ

れに代わ る柱の面 は、計 画図１ に示 す１号壁 面線、３ 号壁面 線、

４号壁面 線を越え てはな らない とし 、これに 加え、壁 面の位 置の

制限が適 用除外と なる建 築物を 定め ます。

物置そ の他これ に類す る用途 に供 し、軒の 高さが２ ．３メ ート

ル以下で 、かつ床 面積の 合計が ５平 方メート ル以内で あるも の、
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自動車車 庫で軒の 高さが ２．３ メー トル以下 であるも のは、 適用

除外とい たします 。

こちら は、資料 ６ペー ジの計 画図 １でござ います。 計画図 に示

す壁面線 として、 環境配 慮中層 地区 において 自然環境 保全地 区や

東側道路 に面して 配置さ れた赤 色鎖 線で表記 される区 域を１ 号壁

面線とし て２．５ メート ル以上 、自 然環境保 全地区に おいて 東側

道路に面 して配置 された 紫色線 で表 記される 区域を２ 号壁面 線と

して２メ ートル以 上、西 側道路 に面 して配置 された緑 色鎖線 で表

記される 区域を３ 号壁面 線とし て１ メートル 以上、区 画道路 等に

面して配 置された 水色点 線で表 記さ れる区域 を４号壁 面線と して

０．５メ ートル以 上境界 線より 後退 すること とします 。

３つ目 の壁面後 退区域 におけ る工 作物の設 置の制限 につき まし

ては、３ 地区とも に、壁 面の位 置の 制限が定 められて いる区 域の

うち道路 に面する 敷地の 部分で 緑を 配置した 環境緑地 及び歩 道状

空地の区 域には、 門、塀 、その 他の 工作物を 設置して はなら ない

こととし ます。た だし、 電柱及 び環 境緑地内 で行う緑 化に寄 与す

るものに つきまし ては、 この限 りで はないこ とといた します 。

参考と いたしま して、環 境配慮 中 層地区の 東側にお きまし ては、

歩道状空 地を２メ ートル 以上、 及び 道路に面 する敷地 の部分 の２

分の１以 上を幅０ ．５メー トル以 上 の緑化を すること となり ます。

門、塀等 を設置す る際に は、緑 を配 置した区 域の敷地 側に設 置す

ることと いたしま す。た だし、 電柱 及び緑化 に寄与す るもの につ

きまして は適用除 外とい たしま す。

こちら は、環境 配慮中 層地区 の東 側の工作 物の設置 の制限 のイ
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メージ図 でござい ます。 歩道状 空地 を２メー トル以上 、環境 緑地

を０．５ メートル 以上配 置した 内側 に門、塀 等を設置 するこ とと

なります 。また、 壁面後 退につ きま しては２ ．５メー トル以 上と

しており ます。

こちら は、環境 配慮中 層地区 の西 側の工作 物の設置 の制限 のイ

メージ図 でござい ます。 環境緑 地を １メート ル以上配 置した 内側

に、門、 塀等を設 置する ことと なり ます。ま た、壁面 後退に つき

ましては １メート ル以上 として おり ます。

４つ目 の建築物 等の高 さの最 高限 度につき ましては 、環境 配慮

中層地区 において ２５メ ートル 、環 境配慮低 層地区に おいて １０

メートル といたし ます。

５つ目 の建築物 等の形 態又は 色彩 その他の 意匠の制 限につ きま

しては、 ３地区と もに建 築物の 外壁 、屋根及 び工作物 の色彩 は府

中市景観 計画の色 彩基準 に適合 した ものとす るととも に、屋 外広

告物等を 設置する 場合に は周囲 の景 観と調和 するよう 色彩、 形態

及び設置 場所に留 意した ものに する こととい たします 。

６つ目 の垣又は 柵の構 造の制 限に つきまし ては、３ 地区と もに

道路に面 して設け る垣又 は柵の 構造 は、生け 垣又は透 過性を 有す

るフェン スとし、 垣又は 柵の基 礎の 部分のう ち、高さ が０． ４メ

ートル以 下の部分 につい ては適 用除 外といた します。

７つ目 の建築物 の緑化 率の最 低限 度につき ましては 、環境 配慮

中層地区 において 、敷地 面積に 対す る緑化面 積の割合 は１５ パー

セントと しており ます。

今後の 予定でご ざいま すが、関 係 権利者に 意見を聴 くとと もに、
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公告、縦 覧により 市民の 意見を 聴き 、都市計 画の決定 に向け た手

続きを進 める予定 でござ います 。

以上で 説明を終 わりま す。よろ し くご審議 をお願い いたし ます。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。

ただい ま、四谷 五丁目の 地区計 画 について 説明をい たしま した。

これよ り審議に 入りた いと思 いま す。

委員の 中から何 かご質 問があ りま したら受 け付けた いと思 いま

す。

【委員】 いろい ろとそ れぞれ 制限 を設けた というこ とで説 明が

あったの ですが、 実際も う既に この 場所につ いては現 実的に 計画

が出てい ると認識 してい ます。 今説 明した制 限に対し て実際 がど

うなのか というこ とで、 何メー トル 以上とか 何メート ル以下 とか

いろいろ ありまし たけれ ども、 その あたりの 主なとこ ろを説 明い

ただいて 、実際に ここに 、例え ば高 層のいわ ゆるマン ション の計

画が出て いると思 います が、何 メー トルで何 世帯でと いうよ うな

状況を簡 単に説明 いただ いて、 あと 概略のス ケジュー ルもあ わせ

て教えて いただけ ればと 思いま す。 よろしく お願いし ます。

【議長】 ただい ま○○委 員のほ う から２点 ご質問が ありま した。

この地区 について は、現 状もう 進行 中のとこ ろもある けれど も、

それはこ の制限の 中で不 都合な 点が あるのか 、順調に いって いる

のか、そ のあたり ご説明 をお願 いし たい。も う一つは 、概略 のス

ケジュー ル、その 点も含 めて説 明を お願いし たいと思 います 。よ

ろしくお 願いしま す。

【小林計 画課長補 佐】 それで は、 お手元の 資料の６ ページ をご
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覧いただ きたいと 思いま す。こ ちら の中央の 環境配慮 中層地 区に

おきまし て、現在 、中高 層建築 物の 計画がな されてお りまし て、

建築をし ている最 中でご ざいま す。 こちらに つきまし ては、 共同

住宅１８ ７戸の建 物が建 つ予定 でご ざいます 。階数と いたし まし

ては８階 、約２５ メート ルの高 さの ものが建 つことに なって おり

ます。２ ６年の２ 月末頃 に竣工 する というこ とで計画 が進ん でい

るところ でござい ます。

続きま して、そ の南側 、区画 道路 の周辺で すけれど も、環 境配

慮低層地 区におき まして 、宅地 の開 発が行わ れている ところ でご

ざいます 。面積と しては 約３， ７０ ０平方メ ートル、 ２５区 画の

区画割り で計画が されて いると ころ でござい ます。こ ちらに つき

ましては ９月末頃 に宅地 造成が 完了 する予定 でござい ます。

本件に つきまし ては、 中高層 開発 の事業者 と南側の 宅地開 発の

事業者、 この２つ の事業 者から 地区 計画の原 案の申出 がされ て、

地区計画 を定める という ことで 手続 きを進め ておりま して、 実際

にこちら の建物に つきま しては 、先 ほどご説 明させて いただ いた

制限につ きまして 配慮し た形の もの となって いるとこ ろでご ざい

ます。

以上で ございま す。

【委員】 全体の 状況は わかる ので すけども 、先ほど 、例え ば歩

道はそれ ぞれ何メ ートル 以上と かあ ったじゃ ないです か。そ れに

対して実 際は例え ば２メ ートル 以上 だから３ メートル かもし れな

いし４メ ートルか もしれ ないわ けで すね。そ れは、さ っき説 明し

た例えば ２メート ル以上 のとこ ろは ２メート ルですと いうこ とに
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なってい るのか、 制限は ２．５ メー トルだけ ど実際は ３メー トル

になって いるとこ ろがあ るのか とい うような ことを、 もうち ょっ

と教えて もらいた いので す。全 て制 限のとお りという ことで あれ

ばそのよ うに教え ていた だけれ ばと いう話で す。

あと、 あわせて 近隣に 対する 説明 というか 、そうい うこと につ

いてはど ういうふ うな状 況にな って いるのか 。何か近 隣から 要望

とかそう いうもの があっ て、そ れに 対応する ようなこ とがあ るか

どうか、 そのあた りもあ わせて 教え てくださ い。

以上で す。

【議長】 さらに ２点質 問がご ざい ました。 ご説明い ただけ ます

でしょう か。

【小林計 画課長補 佐】 １点目 の、 制限に関 してどれ だけ今 回の

計画が反 映されて いるか という とこ ろにつき ましては 、今回 の計

画は制限 とほぼ同 じ形で 建物の 形態 が計画さ れている ところ でご

ざいます 。つまり 、壁面 後退２ メー トルとな っている ところ につ

きまして は２メー トルの ところ まで 、２．５ メートル となっ てい

るところ につきま しては ２．５ メー トルまで という形 で建物 の計

画がなさ れている という ところ でご ざいます 。

続きま して、近 隣に対 しての 説明 でござい ますけれ ども、 こち

らにつき ましては 、府中 市地域 まち づくり条 例に基づ く大規 模開

発事業と いうこと になり まして、住 民への説 明を行っ ており ます。

また、府 中市中高 層建築 物の建 築に 係る紛争 の予防と 調整に 関す

る条例が ございま して、 その条 例に 基づきま しても住 民に対 して

説明を行 っている ところ です。
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住民か らは、東 側の歩 道につ きま して、有 効的に安 全に歩 行で

きるよう な形態に してい ただき たい ですとか 、緑地の 設置と いう

ことにな っており 、公園 の設置 は必 要ないの かという ような ご意

見をいた だいてい るとこ ろでご ざい ます。歩 道につき まして は、

今説明さ せていた だいた とおり 、地 区計画で 安全性の 担保を 図っ

ていくと いうこと で説明 させて いた だいてお りまして 、ご理 解い

ただいて おります 。

また、 公園の設 置につ きまし ては 、四谷下 堰緑地の ほうに 緑地

を設置い たしまし て、緑 地の形 態を さらに増 して緑の 状況を 環境

的に良く するとい う形で 整備す ると いうこと で、こち らにつ いて

も住民の 方のご理 解をい ただい てい るところ でござい ます。

以上で ございま す。

【委員】 私もこ の近く に住ん でい るもので すから、 いろい ろ気

になって いる部分 があり ます。 でき るだけそ ういう近 隣の要 望に

ついては しっかり と受け とめて 対応 していた だきたい と思い ます

し、ここ に隣接す るとこ ろは通 学路 になって いますの で、工 事中

の安全対 策とかも 含めて しっか りと やってい ただきた いとい うこ

とでお願 いをして おきま す。よ ろし くお願い します。

以上で す。

【議長】 ぜひと も近隣 の説明 は丁 寧にとい うことで 、○○ 委員

のほうか ら要望が ありま した。

ほかに 何かご質 問ござ いませ んで しょうか 。

○○委 員、どう ぞ。

【委員】 確認で すが、 環境配 慮中 層地区に ついては 、現在 地権
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者は１事 業者で、 マンシ ョン建 設を 行ってい る。環境 配慮低 層地

区につい ても１事 業者で ２５区 画の 造成を計 画してい るとい うこ

とで、そ れで間違 いない でしょ うか 。

それと 、自然環 境保全 地区に つい ては、こ れは緑地 に初め て指

定すると いうこと でよろ しいの でし ょうか。 それで、 ここは 市の

所有のも のなのか 、他の 地権者 がい るのか、 それを説 明お願 いし

ます。

【議長】 ２つの 地区は 、業者 はこ れでいい んですよ ね。２ 業者

ですね。

【小林計 画課長補 佐】 環境配 慮中 層地区に つきまし ては、 中高

層建築物 を計画し て建築 してい ると ころが１ 事業者、 地権者 とし

てなって いるとこ ろでご ざいま す。 環境配慮 低層地区 につき まし

ても、別 の１事業 者がこ ちらに つい て事業を している ところ でご

ざいます 。そちら の方が 地権者 とな っており ます。

また、 自然環境 保全地 区につ きま しては、 現在は都 市公園 法の

位置づけ になって いる緑 地でご ざい ます。そ して、今 回の地 区計

画を決定 すること に伴い まして 、地 区施設の 緑地とし て都市 計画

としても 位置づけ をする ことと なる 予定でご ざいます 。敷地の 外、

道路のと ころも今 回の地 区計画 の区 域として 入れさせ ていた だい

ていると ころでご ざいま すけれ ども 、西側の 三屋通り 以外の とこ

ろは府中 市の土地 となっ ており まし て、三屋 通りのと ころに つき

ましては 東京都の 用地と いうこ とに なってお ります。

以上で ございま す。

【議長】 よろし いです か。
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【委員】 はい。

【議長】 ほかに ご質問 がござ いま すでしょ うか。

○○委 員、どう ぞ。

【委員】 私も市 民代表 として ちょ っとお尋 ねしたい のです けれ

ども、今の 道路な んかでも 、歩道 のお 話がござ いました けれど も、

例えば今 問題にな ってい る自転 車道 路という ものをど ういう ふう

に考えら れている かとい うこと が一 つ。

それか ら電柱の お話が ござい まし たけれど も、景観 その他 で今

電柱を地 下化して 、表に 出さな いよ うな方針 が府中市 でも一 部や

られてい るところ がござ います けれ ども、新 しくこれ からこ うい

うふうに 開発して いこう という 場合 は、その 辺のとこ ろはど うな

っている かという こと。

もう一 点は、こ ういう もので 防災 対策がど ういうふ うにな され

ていくか というこ とです 。

それか ら、緑地 を公園 化する とい う場合に 、従来の 公園と いう

ことでは なくて、 これか ら少子 高齢 化社会で 、もう少 し利用 価値

のある公 園という ものが 考えら れな いか。こ れは事業 者さん の問

題かもし れません けれど も、そ うい うものに ついて、 ちょっ とお

話が聞き たいなと 思って おりま す。

【議長】 ただい ま○○ 委員の ほう から４点 ご質問が ござい まし

た。一番 最初は、 自転車 専用の 道路 が何か考 えられて いるの か。

もう一つ は、電線 の地中 化。残 り２ つ、全部 で４点質 問がご ざい

ましたが 、よろし いでし ょうか 。

【小林計 画課長補 佐】 この地 区の というこ とでお答 えして よろ
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しいでし ょうか。

【委員】 はい。

【小林計 画課長補 佐】 まず、 １点 目の道路 に自転車 道を整 備す

る考えは ないのか という ところ でご ざいます けれども 、こち らの

東側の道 路につき まして は、道 路幅 員が現況 ６メート ルとい うと

ころでご ざいまし て、こ ちらに つい て自転車 道を整備 すると いう

形になっ てしまい ますと 、車道 が狭 くなった り歩道が なくな って

しまった りすると いうこ ともあ りま すので、 今回につ きまし ては

歩道を整 備するこ とにつ いて事 業者 と協議を して、歩 道を設 置す

ることと いたしま した。 西側の 三屋 通りにつ きまして は、今 回の

計画の中 で道路の 幅員が 十分あ ると いう中で 、何か道 路を改 良す

るという 計画はあ りませ んでし たの で、そち らについ ては現 況の

ままとい う考えで 進んで いると ころ でござい ます。

そして 、２点目 の電線 の地中 化で ございま すけれど も、こ ちら

の地区に つきまし ては、 電線を 地中 化する計 画の区域 ではな いと

ころでご ざいまし て、事 業者と して も電線を 地中化す るとい う考

えが特別 にないと いうこ とから も、 電線の地 中化とい う形で は事

業は進ん でいない 状況で ござい ます 。

３つ目 の防災の 対策で ござい ます が、今回 は中高層 建築物 と宅

地開発と いうこと で、開 発行為 に該 当する形 になるの ですけ れど

も、こち らにつき まして 、府中 市地 域まちづ くり条例 の中で 、防

災対策に ついては 協議を させて いた だいてい るところ です。 その

中で防火 水槽の設 置を中 層住宅 のと ころにつ きまして ８０ト ンの

ものを、 低層住宅 のとこ ろにつ きま しては４ ０トンの ものを 設置
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するとい った形で 、防災 対策の ほう は考えて いるとこ ろでご ざい

ます。

そして 、４つ目 につき まして 、緑 地を公園 化する際 の公園 利用

の考え方 というと ころで ござい ます けれども 、今回の 区域に つき

ましては 、周囲に 公園が 十分設 置さ れている というこ とがあ りま

したので 、今回の 全体の 開発事 業に つきまし ては、新 たに公 園を

整備する という考 えでは なく、 北側 の四谷下 堰緑地と いう府 中市

でも有数 の保全し ていく 樹林が ござ いますの で、そち らの緑 を厚

くすると いう意味 合いで 、そち らに 緑をつけ る形で整 備のほ うを

事業者と ともに協 議して 進めさ せて いただい ていると ころで ござ

います。

以上で ございま す。

【議長】 ○○委 員、今 、４点 ご説 明ありま したが、 このこ とに

ついてこ れでよろ しいで すか。

【委員】 ありが とうご ざいま す。 ただ、自 転車を乗 る道路 が、

どうして も府中市 の中で もこれ から つくって いくとい う状況 です

ので、新 しく始め るとこ ろはで きれ ば最初か ら自転車 道をつ くら

れたほう がいいの ではな いかな とは 思ってお ります。

それと 、もう一 点追加 になり ます けど、こ れから高 齢社会 にな

って住民 の方も車 椅子で 移動す るこ とが多く なります ので、 道路

なんかも 段差の少 ないバ リアフ リー 的な道路 をできれ ばお願 いし

たいとい うことを 思って おりま す。

【議長】 これは 大丈夫 ですね 。

【楠本計 画課長】 まず 自転車 の関 係でござ いますが 、これ につ
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きまして は、開発 区域の 中でそ れな りの延長 が確保さ れた道 路が

整備され 、なおか つ自転 車レー ンを 設置する ほうが好 ましい とい

った場合 につきま しては 、そう いっ た指導も させてい ただき ます

が、今回 の区域に 関しま しては 、さ ほど長い 道路とい うわけ では

ないもの ですから 、そう いった 対応 をさせて いただい ていま す。

また、 高齢者の 関係の ご要望 でご ざいます が、これ につき まし

ても、市 の福祉の まちづ くり条 例を もとに指 導要綱協 議を進 めな

がら、建 物の外側 だけで はなく て、 中側の関 係もバリ アフリ ーに

なるよう な形で、 高齢者 にとっ ても やさしい まちにな るよう な努

力という ものはさ せてい ただい てお ります。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま す。

この第 １号議案 につき まして 、ほ かに何か ご質問あ ります でし

ょうか。

○○委 員、どう ぞ。

【委員】 私もこ の審議 会は久 しぶ りなんで すが、今 回提案 され

ている四 谷五丁目 の地域 は、先 ほど 説明があ ったよう に、四 谷下

堰緑地が これまで も緑地 として 保全 されてい た地域で 、それ を隣

接する土 地利用者 の方が 説明の あっ たような 土地利用 を提案 され

て市のほ うも了承 したと 。これ は非 常にいい まちづく りのつ くり

方かなと いうふう に私は 思って いま す。

ここは もとは工 場用地 でした から 、市内盛 んなころ は、工 場用

地と近隣 住民と、 住工混 在地域 でも うまくま ちづくり をして いこ

うという のが今の 府中の まちづ くり 構想の中 にこれま でもず っと
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残ってい るんです けど、 そんな 中で 昨今、工 場といえ ども府 中と

いう土地 柄で工場 を続け ていく とい うのは大 変難しく なって きた

というの があって 、土地 を第三 者に 手放すと いうケー スが多 々あ

るのです が、その 場合に 、とか くこ の都市計 画に基づ いてま ちづ

くり等を する上で 、トラ ブルと なる ことが多 いわけで す。こ うい

う四谷下 堰緑地が あるが ゆえに 、開 発区域の 中に今の まちづ くり

条例でい くと公園 を何平 方メー トル 以上つく りなさい という 型ど

おりの指 導がやや もする とされ がち なのです が、それ を先ほ どの

質問に対 して説明 があっ たよう に、 四谷下堰 緑地のほ うに接 して

緑地の厚 みを増す という 指導が でき て合意が 得られた という こと

は、単な るぽつん と小さ な公園 がで きても利 用価値と いうの は非

常に少な いのがこ の府中 の中に も多 々ありま すから、 そうい う点

でもうま くいった のかな と思っ てい ます。

最後に お願いで すが、 今申し 上げ たように 、工場用 地的な とこ

ろがその 用途地域 のまま で売買 され ますと、 当然その 土地利 用の

可能な範 囲で周辺 住民な り府中 のま ちづくり の意にそ ぐわな い形

でまちづ くりが進 行する ケース がご く最近も 起きてき ている わけ

です。そ ういう点 をぜひ 府中市 とし て、かつ てつくっ た用途 地域

の中でそ の用途が 変わる 場合に 、事 前策とし てどうい う手が 打て

るのか、 そういっ たこと もこの 都市 計画審議 会の中で は事務 方の

ほうで今 後のあり 方を検 討され て、 早め早め に提案さ れて、 方向

が定まっ てこの審 議会に 提案さ れて も、それ はそれで 了承と いう

ことに当 然なって いくわ けなの で、 用途が、 特に工場 用地な んか

は府中は まだ多く ありま すから 、そ ういうこ との変更 がある 場合
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には、大 規模土地 の申請 をして やら なければ いけない ぐらい の面

積と、そ うではな い場合 の面積 等も あるわけ ですから 、周辺 住民

とマンシ ョンをつ くると いう計 画に なってか らトラブ ルを抑 える

という方 式ではな い、事 前にも っと その方向 性を示せ るよう な計

画を事務 方で検討 してい ったら 、よ りいいま ちになっ ていく と思

います。 これまで のよう に工場 で物 をどんど ん生産し ていく 状況

に今はな いという ことか ら、市 内の 工業用地 となって いると ころ

が第三者 に売買さ れてい くケー スが 多くなっ てきてい ますの で、

その点は ぜひお願 いして おきま す。 その方向 を事前に 把握し なが

ら定めて いってい ただけ ればと 思い ますので 、よろし くお願 いし

たいと思 います。

前半は 、この計 画とし てはう まく いった事 例なのか なとい うふ

うに評価 いたしま すので 、特に 異議 はござい ません。

以上で す。

【議長】 ○○委 員のほ うから 、前 向きなご 意見をい ただき まし

た。大変 ありがと うござ います 。何 しろこの 地区は１ ．７ヘ クタ

ール、割 と広い土 地柄な ので、 これ からは西 も東もそ ういう 地区

がだんだ んふえて きます ので、 前向 きに考え て制限の 中です ばら

しいまち づくりが できる といい と思 います。

ほかに 何かご質 問ござ います でし ょうか。

どうぞ 。

【委員】 ３点ほ どお聞 きした いこ とがあり ます。

今、○ ○委員さ んから も出ま した 工場の用 途という ことで 、確

認ですけ れども、 今回の この計 画で これまで の用途地 域の内 でや
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るのか、 地域変更 がある のかと いう のを教え てくださ い。そ れが

１点。

２つ目 として、 緑の環 境をよ くす るという 環境配慮 を十分 にと

いう説明 がありま した。そ ういう 計 画だと認 識してい るので すが、

８階とい う高い建 物にな ります と、 今度は緑 に対して 風害と か、

そういう 環境に与 えるも のがあ るの ではない かと予想 される ので

すが、そ の辺はど んな予 想とい うか 、お考え をお聞き したい と思

います。

３つ目 ですが、 この地 域はま だ小 学校とか 子供さん が少な い学

校もある わけであ ります けれど も、１８７戸 と２５区 画とい うと、

小さい子 供さんを お持ち で小中 学校 の子供さ んを持つ 方が越 して

いらっし ゃる可能 性があ るわけ です から、そ の辺で教 育施設 や保

育施設の ほうの不 足があ るのか ない のか。そ れと、そ ういう 教育

的な施設 への寄附 等々の 協議は どう なってい るのかと いうこ とを

お聞きし たいと思 います 。

３点、 よろしく お願い します 。

【議長】 ただい ま○○ 委員の ほう から３点 ご質問が ござい まし

た。最後 のは、１ ８７戸 入居す るの ですけど 、そのあ たり、 お子

さんがそ の中にも 多数い ると思 いま す。その ような中 で地区 の環

境はどう なってい るのか を含め てお 答え願い たいと思 います 。

【小林計 画課長補 佐】 まず１ 点目 の、用途 地域の変 更はあ るの

かという ところに つきま しては、今 回の地区 計画につ きまし ては、

都市計画 マスター プラン におけ る住 工共存ゾ ーンとい う考え 方を

踏まえま して、今 回の計画 は住宅 で はござい ますけれ ども、今 後、
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工業のも のも来て も大丈 夫なよ うな 形で住工 を調和し た計画 とす

る形で地 区計画を 定めて いくと いう ことで考 えており ます。 つい

ては、用 途地域の 変更は 、行い ませ ん。

２点目 の緑の環 境につ いて、 ８階 が建つこ とによっ て影響 はど

うかとい うところ でござ います けれ ども、こち らにつ きまして は、

事業者に 四谷下堰 緑地の 今回の 計画 に伴う影 響を調べ ていた だき

まして、 現在、四 谷下堰 緑地に つき ましては 、ほぼ９ ８％が 落葉

樹という 形になっ ており まして 、落 葉樹は冬 季の期間 は葉を 落と

して休眠 状態とな ること からも 、影 響は少な いという 結論が 出て

おります 。ただし 、こち ら一部 東京 都のレッ ドデータ ブック に載

っている ような植 生もあ りまし て、 こちらに ついては 事業者 のほ

うで影響 がわかり 次第、一 部移植 等 を検討し ていくと いうこ とで、

事業者か ら約束を いただ いてい ると ころでご ざいます 。

そして ３点目の 、こち らの建 物が 建つこと に伴いま して学 校等

の影響は どうかと いうと ころで ござ いますが 、こちら の学区 域が

日新小学 校、第八 中学校 という こと になって おりまし て、現 在、

空きクラ スがあり 、対応に ついて は 大丈夫で あろうと いうこ とで、

府中市地 域まちづ くり条 例の協 議を する際に 各課照会 を行い なが

ら、確認 をとって いると ころで ござ います。

そのほ か、児童 に対す る対応 につ いては教 育負担金 、保育 所に

ついては 保育負担 金とし て、そ れぞ れ負担金 をいただ くこと にな

っており ます。た だし、 金額に つい ては今協 議中とい うこと にな

っており ます。

以上で ございま す。
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【議長】 ３点説 明いた しまし たが 、よろし いでしょ うか。

ほかに ご質問あ りませ んでし ょう か。

ないよ うなので 、第１ 号議案 、府 中都市計 画地区計 画四谷 五丁

目地区地 区計画の 決定に 係る原 案に ついて、 原案どお り決す ると

いうこと でよろし いでし ょうか 。

（「異議な し」の 声）

【議長】 大変あ りがと うござ いま す。

異議な しという ことな ので、 第１ 号議案に つきまし ては原 案ど

おり可決 させてい ただき たいと 思い ます。

では、 次の議題 でござ います が、 日程第６ 、その他 という こと

でござい ますが、 事務局 から何 かご ざいます でしょう か。

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】 事務局か ら３点ご 報告さ せて

いただき ます。

１点目 は府中都 市計画 生産緑 地地 区の変更 予定につ いて、 ２点

目は都市 計画道路 事業の 認可に つい て、３点 目は次回 の開催 予定

について 、ご報告 させて いただ きま す。

【議長】 それで は、ま ず１点 目に ついて、 ご報告願 います 。

【角倉公 園緑地課 長補佐 】 今 後、 生産緑地 の削除変 更が予 定さ

れるもの につきま して、 本日、 お手 元にお配 りをして おりま す右

上に資料 １と入っ ており ます府 中都 市計画生 産緑地地 区の変 更削

除予定に ついてに より、 ご報告 をさ せていた だきます 。

次ペー ジの地図 をご覧 くださ い。 右下に凡 例がござ います が、

黒丸でお 示しして ござい ます部 分が 、生産緑 地法第１ ０条の 規定

に基づく 買取り申 出の手 続きが あり 、現在、 生産緑地 として の制
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限が解除 されてい る地区 でござ いま す。

初めに 、１ペー ジ、地 区名は 朝日 町地区、 場所は西 武多摩 川線

の東側、 朝日町通 り、東 京外国 語大 学の西側 に位置す る地区 でご

ざいます 。

続いて 、裏面２ ページ をご覧 くだ さい。地 区名は白 糸台地 区、

場所は甲 州街道の 北側、 府中第 二中 学校の南 西側に位 置する 地区

でござい ます。

この生 産緑地地 区につ きまし ては 、都市計 画の削除 変更と して

平成２５ 年度秋頃 に開催 予定の 本審 議会に付 議する予 定でご ざい

ます。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま した 。

その他 の１点目 、生産 緑地の 変更 の予定地 ２点を上 げさせ てい

ただきま した。こ のこと につい て、 何かご質 問ありま すでし ょう

か。

ないよ うなので 、報告 了承と いう ことでよ ろしいで しょう か。

（「異議な し」の 声）

【議長】 ありが とうご ざいま す。

では、 ２点目を お願い したい と思 います。 都市計画 道路事 業の

認可につ いて、よ ろしく お願い しま す。

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】 それでは 、２点目 の都市 計画

道路事業 の認可に ついて 、ご報 告い たします 。

本日、 お手元に お配り してお りま す右上に 資料２と 記入し てお

ります資 料をご覧 くださ い。
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本市の 北西に位 置し、 現在事 業中 の府中都 市計画道 路３・ ２・

２の２号 東京八王 子線、 東八道 路の 延伸部分 から国立 市のさ くら

通りにつ ながる区 間につ いて、 東京 都から、 事業認可 を取得 し事

業に着手 するとの 連絡が ありま した ので、ご 報告する もので ござ

います。

路線名 といたし まして は、府 中都 市計画道 路３・４ ・５号 新奥

多摩街道 線、府中 都市計 画道路 ３・ ２・２の ２号東京 八王子 線、

国立都市 計画道路 ３・４・５号立 川青 梅線の３ 路線でご ざいま す。

府中都 市計画道 路３・ ２・２ の２ 号の認可 につきま しては 、府

中都市計 画道路３・４・５ 号との 接 続部分 、国立 都市計画 道路３ ・

４・５号 の認可に つきま しては 市境 からさく ら通りま での区 間と

なってお ります。

施行者 は東京都 、告示 日は平 成２ ５年７月 ３日、事 業区間 は府

中市西原 町三丁目 から国 立市富 士見 台一丁目 まで、延 長は３ ６０

メートル 、計画幅 員は２ ０メー トル 、事業期 間は平成 ２５年 度か

ら平成３ １年度で ござい ます。

以上で 報告を終 わりま す。

【議長】 ただい ま、こ の資料 につ きまして 、日程第 ６、そ の他

で、都市 計画道路 事業の 認可に つい てを説明 させてい ただき まし

た。この ことにつ いてご 質問あ りま すでしょ うか。

○○委 員。

【委員】 現在、 府中３ ・２・ ２の ２号、い わゆる東 京八王 子線

が進行中 ですけれ ども、 その道 路が できるだ けですと 国立方 面と

連携する 道路がま だ完成 しない とい うことで 、今回、 東京都 が事
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業をやる というの は、ぜ ひこれ は促 進をあわ せてやっ ていた だか

ないと、 ３・２・ ２の２ 号、東 八道 路が流れ てきても 、今の 府中

３・４・ ５号線が できて いない と西 側との連 携が非常 にとり づら

い。いわ ば現甲州 街道が 詰まっ てし まうとい う状況に なりま すか

ら、これ は東京都 として も東京 八王 子線の延 長約１キ ロの事 業を

進めてい ますけれ ども、 その完 成に 向けて合 わせて同 時決着 する

ぐらいに 府中市も 全面協 力をし てい ただいて 促進して いただ きた

いという ふうに、 これは お願い をし ておきま す。それ に伴う さま

ざまな課 題という のは当 然ある と思 いますか ら、それ はそれ とし

て適宜対 応してい ただけ ればと 思い ますので 、よろし くお願 いい

たします 。

以上で す。

【議長】 ただい ま、○ ○委員 のほ うから、 ぜひとも 促進を して

いただき たいとい うご意 見がご ざい ました。

ほかに 何かご質 問ござ いませ んで しょうか 。

○○委 員。

【委員】 事業区 間３６ ０メー トル のところ で、これ までさ くら

通りに抜 ける道が 非常に 狭隘だ った ものです から、早 くとい う声

もありま したけれ ども、 この道 路は 真っすぐ 抜けてい くと影 響す

る家屋が あるので はない かと予 想さ れるので すが、何 世帯ぐ らい

この３６ ０メート ルの中 にかか って くるのか というの をお聞 きし

たいので すけれど も、よ ろしく お願 いします 。

【小林計 画課長補 佐】 こちら の関 係地権者 というこ とでよ ろし

いでしょ うか。
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【委員】 はい。

【小林計 画課長補 佐】 こちら につ きまして は、東京 都にお いて

現在精査 中という ことで ござい ます けれども 、８０名 程度と 伺っ

ていると ころでご ざいま す。

【議長】 よろし いです か。

【委員】 その地 権者の 皆様に はお 知らせが 行ってい ると思 うの

ですけれ ども、そ の近隣 の方々 への 説明会と いうのは どうな って

いるかと いうこと を教え てくだ さい 。

【議長】 説明会 等何か ござい まし たら、今 現在で。

【小林計 画課長補 佐】 説明会 につ きまして は、事業 認可が され

る前に説 明会を行 わせて いただ いて いるとこ ろでござ います 。事

業概要及 び測量説 明会と いたし まし て、平成 ２４年７ 月に府 中と

国立でそ れぞれ説 明会を 開催さ せて いただい ていると ころで ござ

います。

以上で ございま す。

【委員】 丁寧に、説明を さらに 進め ていただ ければと 思いま す。

要望です 。

【議長】 よろし いです か。ほ かに ご質問ご ざいます か。

２点目 につきま して、 ご質問 がな いような ので報告 了承と いう

ことでよ ろしいで しょう か。

（「異議な し」の 声）

【議長】 ありが とうご ざいま す。

３点目 をお願い します 。

【髙島計 画課都市 計画担 当主査 】 ３点目と いたしま して、 次回



37

の開催予 定につい てご報 告いた しま す。次回 の開催に つきま して

は、改め てご連絡 をさせ ていた だき たいと思 いますの で、よ ろし

くお願い いたしま す。

以上で ございま す。

【議長】 ありが とうご ざいま す。

ただい ま報告が ３点ご ざいま した 。本日の日 程でご ざいます が、

全て終了 というこ とでご ざいま す。 大変皆さ んお忙し い中、 この

審議会に ご出席を 賜りま してあ りが とうござ います。 今後と も審

議会につ きまして は、い ろいろ と皆 さんのお 力添え、 ご協力 を賜

りたいと 思います 。

では、 本日の会 議、こ れで終 わり にしたい と思いま す。大 変あ

りがとう ございま した。

午後３時 ０４分 閉会
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以上、会議のてん末を記載してその相違ないことを証するため、ここ

に署名する。

議  長    ○   ○    ○   ○

委  員    ○   ○    ○   ○

委  員    ○   ○    ○   ○


